
 
 

 

一 

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
七
号
中
「
及
び
美
術
工
芸
品
」
を
「
、
美
術
工
芸
品
そ
の
他
の
動
産
」
に
、
「
種
類
」
を
「
品
目
」
に
改

め
る
。 

第
三
条
第
一
号
中
「
当
該
金
額
が
百
万
円
を
超
え
る
場
合
」
を
「
当
該
金
額
の
う
ち
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
払
を
受
け
る
歳
費
そ
の
他
の
給
与
に
係
る
収
入
以

外
の
収
入
に
係
る
所
得
の
金
額
が
五
万
円
を
超
え
る
場
合
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
罰
則
） 

第
七
条 

第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の 

報
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

附 

則 



 

 
 

 

二 

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
国
会
議
員
で
あ
る
者
は
、
同
日
に
お
い
て
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
政
治
倫
理
の
確

立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ

る
動
産
（
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
及
び
美
術
工
芸
品
以
外
の
動
産
に
限
る
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
資
産
等
報
告
書
を
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
百
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
国
会
議
員
の
属
す
る
議
院
の

議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

新
法
第
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
産
等
報
告
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
新
法
第
五
条
第
一
項
中
「
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
産
等
報
告
書
及
び
資
産
等
補
充
報
告
書
、
所
得
等
報

告
書
並
び
に
関
連
会
社
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 

三 

理 

由 
政
治
倫
理
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
等
に
か
ん
が
み
、
政
治
倫
理
の
確
立
に
資
す
る
た
め
、
資
産
等
報
告
書
及
び
所
得
等
報

告
書
に
係
る
報
告
事
項
を
拡
大
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


